
札幌市医療的ケア児支援検討会 

第４回 会議次第

平成 30 年 11 月 20 日（火）19：00～21：00  

        ＴＫＰ札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム５Ａ 

１ 開会

２ 協議・意見交換 

 (1) 菅原委員による講演 

   資料１ 訪問看護ステーションの動向 

 (2) 射場委員による講演 

   資料２ すべての子どもが大切に守られるために 

  (3) 医療的ケア児の実態調査 

資料３ 医療的ケア児の実態調査について（案） 

 (4) 北海道胆振東部地震について 

(5) その他 

３ 閉会 

【次回の開催日時】 

平成 31 年３月頃 

日時・会場は未定 
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札幌ステーション協議会
菅原 由美子

訪問看護ステーションの動向
資料１

◆訪問看護ステーション設置数の推移

9,735ヶ所開設（平成29年4月1日現在）※１ 増加傾向に！

◆訪問看護従事者数の推移 増加傾向に！

訪問看護師（保健師、助産師、准看護師を含む） 5万人※２

訪問看護ステーション従事者 7.3万人※２

◆１ステーションあたり従事者（常勤換算） 増加傾向に！
訪問看護師 （保健師、助産師、准看護師を含む） 4.8人※２

従事者合計（+リハビリ職員・事務職） 6.5人※２

◆訪問看護利用者 約51万人※２ 増加傾向に！

※１ 平成29年度訪問看護ステーション数調査（全国訪問看護事業協会）
※２ 平成27年介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省統計情報部）

訪問看護ステーションの現状の概況
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訪問看護の現状

① 訪問看護の利用者ニーズは増加、多様化、複雑化している

・小児、がん、神経難病、精神科疾患等が増えている。

・医療処置を必要とする利用者が増えている。

② 訪問看護事業所規模は小さく、業務が非効率であり、スタッフの負担が大きい。

③ 事業所規模が小さいほうが経営状況が悪く、かつ、24時間対応ができてない

④ 訪問看護に従事する人材が極めて不足している。しかし③のため、新たに雇用

できる環境にはない

⑤ ニーズは24時間、重度化対応、柔軟な訪問であるが、今の現状では対応できな

い可能性が大きい
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青：平成5年～平成11年 訪問看護実態調査（厚生労働省統計情報部）
青：平成12年～平成27年 介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省統計情報部）
赤：平成22年～平成29年 訪問看護ステーション数調査（全国訪問看護事業協会）
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札幌市の現状

•札幌市も例外では無く、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝは増加
• 2014年は90前後だったステーションが

現在は180数箇所以上に。

介護保健のみ扱っているステーションをいれる

と、200ヶ所以上に
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札幌市のステーションの現状
小児の学習会を、札幌市、稲生会の土畠先生、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝくま
さんの手の支援を受けて行った。

札幌市内のステーションにアンケート調査を行っていないため、どのく
らいのステーションが、小児を受け入れているかは不明。

ステーション協議会の10区の役員の所では受け入れは無い現状。

勤医協では

リハビリ希望で、しのろ・東ステーションで受け入れ。

きくすいステーションでは現在成人となった方2名の訪問を行ってい
る。逝去されたが、柏ケ丘訪看で１名入浴介助。

室蘭市では、市との契約で間欠導尿で、障害児学級へ訪問。
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◎ 「特別な関係」にあたる場合も算定可能となるよう見直す

他機関・多職種との連携強化

○ 退院時共同指導加算の引き上げ・要件緩和

○ 訪問看護情報提供日の算定対象拡大・要件見直し

（学校及び医療機関等への情報提供の評価区分を新設）

○ 診療報酬でも「看護・介護職員連携加算」を創設

（介護職員の喀痰吸引等実施に係る支援）

○ 複数の事業所が訪問看護を行っている場合の連携強化

その他

○ 精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）の廃止

○ 連携する医師による訪問看護指示の見直し
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３．訪問看護情報提供療養費の見直し（

＜現行＞ ＜改定後＞

訪問看護情報提供療養費 1,500円／月１回 訪問看護情報提供療養費１※1 1,500円／月１回
訪問看護情報提供療養費２※2 1,500円／月１回
訪問看護情報提供療養費３※3 1,500円／月１回

改 ※１ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該市町村等からの求めに応じて情報を
提供した場合

新 ※２ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該義務教育諸学校に、入学時、転学時
等により初めて在籍することとなる利用者について、当該義務教育諸学校からの求めに
応じて情報を提供した場合

新 ※３ 保険医療機関等に入院し、又は入所する利用者について情報を提供した場合

訪問看護ステーションと関係機関の連携強化）
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⑦訪問看護ステーションと関係機関の連携強化
基本的な考え方
訪問看護ステーションの利用者に関わる地域の関係機関との連携を推進するため、自治体へ
の情報提供について利用者の状態等に基づき、要件を見直すとともに、医療的ケアが必要な
小児が通う学校へ医療的ケアの方法等の 情報提供をした場合の評価を新設する。
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２． 医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、訪問看護ステーションか

ら訪問看護に係る情報を学校へ提供した場合の評価を新設する。

(新) 訪問看護情報提供療養費 ２ 1,500 

[算定要件］

• 別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、小学校又は中学校に入学や転学
時等の当該学校に初めて在籍する利用者について、訪問看護ステーションが、利用者

の同意を得て、学校からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必

要な情報を提供した場合に、利用者1 人につき月１回に限り算定する。

他の訪問看護ステーションにおいて、学校に対して情報を提供することにより訪問看護

情報提供療養費２を算定している場合は、算定しない。

[算定対象］

訪問看護ステーションに対し、学校より指定訪問看護に関する情報提供が必要である

との求めがあった利用者で次のいずれかに該当するもの

(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の 15 歳未満の小児

(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる 15 歳未満の小児

(3) 15 歳未満の超重症児又は準超重症児

25
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⑧ 喀痰吸引等を実施する介護職員等との連携の推進

基本的な考え方
喀痰吸引等の医療が継続的に必要な者が在宅で療養生活を継続することができるよう、医師
の指示 の下、介護職員等が喀痰吸引等を実施している場合について、訪問看護ステーショ
ンが喀痰吸引等の 業務を行う介護職員等の支援を行った場合の連携に関する評価を設ける。

具体的な内容
訪問看護ステーションが、喀痰吸引等を行う介護職員等の支援を行った場合の評価を設ける。

( 新) 看護・介護職員連携強化加算 2,500 円

[算定対象］
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろう
による経管栄養又は経鼻経管栄養（以下「喀痰吸引等」という。）を必要とする者

次ページへ続く
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続き

[算定要件］

(1) 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろ
うによる経管栄養 又は経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、訪問看護ステーショ
ンの看護職員が、喀痰吸引等を行う介護職員等に対し、利用者の病態の変化に応じて、医
師の指示の下、以下について支援・連携した場合に算定する。

・ 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
・ 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について確認
・ 利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席

(2) 当該加算は、(1)の介護職員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月
の初日 の指定訪問看護の実施日に加算する。

(3) 24 時間対応体制加算を届け出ている場合に算定可能であること。
(4) 当該加算は、1 人の利用者に対し、１つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定でき
る。

27

５．機能強化型訪問看護管理療養費の見直し

＜現行＞ ＜改定後＞
イ機能強化型訪問看護管理療養費１ 12,400円

ロ機能強化型訪問看護管理療養費２ 9,400円

ハイ又はロ以外の場合 7,400円

イ機能強化型訪問看護管理療養費１ 12,400円

ロ機能強化型訪問看護管理療養費２ 9,400円

ハ機能強化型訪問看護管理療養費３ 8,400円

ニイからハまで以外の場合 7,400円
[施設基準]
・特定相談支援事業所等が併設されている場合にも届出が可能となるよう要件を見直し
機能強化型訪問看護管理療養費１、２について居宅介護支援事業、特定相談支援事業又は障害児相談
支援事業を行うことができる体制が整備されていること。

・療養通所介護事業所等の指定を受けている事業所を併設している場合、人員の基準を緩和
機能強化型訪問看護管理療養費１、２について訪問看護ステーションの同一敷地内に療養通所介護事
業所、児童発達支援を行う事業所又は放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当
該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員
のうち１人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めてよい。
次ページへ
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⑩ 複数の実施主体による訪問看護の連携強化
訪問看護管理療養費の見直し
【 算定要件］
・情報の共有
１人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において指定訪問看護及
び管理を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーション・保険医療機関間に
おいて十分に連携を図ること。具体的には、指定訪問看護の実施による利用者の目標の設定、
計画の立案、指定訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。

・理学療法士等の訪問看護の適正化
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者について、訪問看
護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものと
し、看護職員（准看護師を除く。）と理学療法士等が連携し作成すること。また、訪問看護計
画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化
等に合わせ定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を含むこと。

※ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料
についても同様

29

改定案
【在宅患者連携指導加算】

算定要件］ 削除
・連携している複数の訪問看護ステーションそれぞれで算定可能。
・特別の関係にある保険医療機関との連携の場合も算定できる。

【在宅患者緊急時等カンファレンス加算】

［算定要件］
・連携している複数の訪問看護ステーションそれぞれで算定可能。

・特別の関係にある保険医療機関との連携の場合も算定できる。

・複数の訪問看護ステーションのみが参加しカンファレンスを行った場合は、所定額は算定しない。

・一定の条件の下で情報通信技術（ＩＣＴ）を用いたカンファレンス等を組み合わせて開催できる。

・居宅介護支援事業者の介護支援専門員若しくは相談支援専門員の連携が追加された。
30
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⑫ 24 時間対応体制の評価の見直し
基本的な考え方
利用者が地域で安心して療養生活を送れるよう、訪問看護ステーションによる 24 時間対応体制の内容を
明確化し、評価を充実するとともに、24 時間連絡体制の評価を廃止することで、24 時間の対応体制の
整備を推進する。

具体的な内容
24 時間連絡体制加算を廃止し、24 時間対応の評価を１本化する。

24時間連絡体制加算 2,500円 （削除）

改定 【24時間対応体制加算】 5,400円 ⇒ 6,400円

［算定要件］
ア 注２に規定する 24時間対応体制加算は、必要時の緊急時訪問に加えて、営業時間外にお
ける利用者や家族等との電話連絡及び利用者や家族への指導等による日々の状況の適切な
管理といった対応やその体制整備を評価するものである。

イ 24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求
められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて
行う体制にあるものとして地方厚生（支）局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、
保健師又は看護師が指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明
し、その同意を得た場合に、月１回に限り所定額に加算すること

31

⑬ 理学療法士等の訪問看護の適正化

基本的な考え方
利用者の全体像を踏まえた効果的な訪問看護の提供を推進するために、理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）によって提供される訪問看護につい
て、看護職員と理学療法士等が連携して実施することを明確化する。

具体的な内容
理学療法士等によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療法士等の連携が求め
られることを明確化する。

改定
【訪問看護管理療養費】
［算定要件］
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護
計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看
護職員（准看護師を除く。）と理学療法士等が連携し作成すること。また、訪問看護計画書及び訪問看護
報告書の作成にあたっては、訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ定期的な看
護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を含むこと。
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⑭ 複数名による訪問看護の見直し

基本的な考え方
複数名訪問看護加算について算定方法を見直し、評価を充実する。また、看護職員が看護
補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合、利用者の身体的理由においても算定
可能となるよう要件を見直す。

具体的な内容
１．複数名による訪問看護加算について算定方法と評価を見直す。

現 行
【複数名訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】
注12 イ又はロの場合にあっては週１回を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の保健師、助産師、看護師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と同時に指定訪問看護を行う場合 4,300円
ロ （略）
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を

行う場合 3,000円

33

つづき

改定案

【複数名訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】
注12 イ又はロの場合にあっては週１日を、ハの場合にあっては週３日を限度として算

定する。

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の保健師、助産師、看護師、
理学療 法士、作業療法士又は言語聴覚士と同時に指定訪問看護を行う場合

4,300円 ⇒ 4,500円
ロ （略）
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看

護を行う場合（別に厚生労働大臣が定める場合を除く。） 3,000円

ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看
護を行う場合（別に 厚生労働大臣が定める場合に限る。）

(1)１日に１回の場合 3,000円
(2)１日に２回の場合 6,000円
(3)１日に３回以上の場合10,000円

34
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医療的ケアが必要な児への対応の評価
基本的な考え方
在宅で療養しながら生活する小児への支援を充実するために、医療的ケアが必要な児への長時
間の訪問看護を評価する。
乳幼児への訪問看護を推進するために、乳幼児加算及び幼児加算の評価を充実する。

具体的な内容
１．長時間訪問看護加算を週３日まで算定可能な患者の対象に、医療的ケアが必要な児を加える。
現 行
【長時間訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】
別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等
が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、週１日
（15歳未満の超重症児又は準超重症児の場合にあっては週３日）を限度として、5,200円を所
定額に加算する。

改定案
【長時間訪問看護加算（訪問看護基本療養費）】
別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等
が、長時 間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、週１日（別に厚生

労働大臣が定める者の場合にあっては週３日）を限度として、5,200円を所定額に加算する。

35

つづき
［算定対象］
イ 15歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 15歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様

２．乳幼児加算及び幼児加算の評価を充実する。

現 行
【乳幼児加算・幼児加算（訪問看護基本療養費）】 （１日につき） 500円

改定案

【乳幼児加算（訪問看護基本療養費）】 （１日につき） 1,500円

※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様

36
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小児以外の介護保険の訪問看護の流れ
• 1・入院中の方は、病院に訪問しカンファランスを行う
• 2・退院後自宅に、各サービス機関が集まり、サービス担当者会議を
行い、ケアマネが作ったケアプランが発行され、訪問が開始。

• 3・福祉用具やサービス内容が変更するごとに、サービス担当者会議
が行われ、ケアプラン発行。訪問看護は、ケアプラン発行ごとに看護
計画の作成がある。ケアプランと指示書に沿った看護計画作成

• 4・訪問時間は２０分から９０分までサービス内容によって決められて
いる。

• 5・入院以外は２からの流れで行われている。
多い所で、月に１０数件のケースの入れ替えがある。

37

ありがとうございました。
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1

すべての子どもが大切に守られるために
 相談員から見える医療的なケアを必要とする子どもと家族の支援 

札幌市医療的ケア児支援検討会 平成30年11月20日

札幌市自立支援協議会相談支援部会
（麦の子会相談室セーボネス）

相談員 射場小夜

資料２

今日のお話の内容

▲相談支援事業所
▲子どもの育ち、家族支援

2
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▲相談支援事業所

3

札幌市から相談支援の業務を委託されて行っている事業所

4

１）相談室ってどんなところ？
指定特定相談支援事業所
主にサービス等利用計画の作成を行っている事業所

障がいのある方やご家族、地域
の方たち等の様々な困りごとや
悩みごとをお聴きし、解決方法
を一緒に探すところ。
それが相談支援事業所です。

委託相談支援事業所

【相談内容】
・日常生活
・おうちのこと
・学校やお仕事
・サービス利用等

【相談者】
・障がいのある方
・ご家族
・関係機関等

市内19カ所
※相談は区割り

【相談内容】
・サービス等
利用計画の作成

・日常生活等

【相談者】
・障がいのある方
・ご家族
・関係機関等

市内
約90カ所
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2178
42%

1901
37%

770
15%

70
1%

255
5%

知的・発達

精神

身体

重心

その他

◆障がい者の登録数 5,174名
（平成30年8月時点）

２）利用している人はどれくらい？

◆知的・発達障害が４２％、精神障害が３７％
このふたつで８０％近くを占めている
◆重症心身障害者は１.4％（≠医療的ケア者）

◆障がい児の登録数 1,381名
（平成30年8月時点）

1039
75%

14
1%

90
7%

46
3%

192
14%

知的・発達

精神

身体

重心

その他

◆知的・発達障害で７５％を占める

◆重症心身障害児は３.3％（≠医療的ケア児）

者のみ 児のみ

登録者数 6,555名

平成30年8月末時点

札幌市委託相談室を

・市内で医療的ケアを必要としている子どもで相談室の利用はごく少数である。
・退院時カンファレンスの際、母が子どもの状況を受け入れることが難しく、家族支援（特に母の心理的な
ケア）が非常に重要と感じたケースがみられる。
・支援者の家族支援という視点の中に親やきょうだいへの心理的支援が少ない。
・医療的ケア児の相談は医療が中心ではなく、幅広い相談が各機関で連携すれば可能である。
・医療機関と協同して行う支援会議の内容が医療ケア中心であり、子どもの育ちに向けた視点が少ない。
・支援会議の中での論議で、子育てに必要な家族支援の視点が弱い。

6

札幌市が推定して
いる医療的ケア児
250 
300名

重心児の
相談室の登録数

46名

３）相談員から見た医療的ケア児の現状と
実際の相談から感じること

※この46名がすべてが医療的ケアが必要なお子さん
ではありません。
また市の推定者数と統計の取り方が異なるため、
単純比較はできないことをご了承ください。
※46名中医療的ケアが必要なお子様はおおよそ20名
くらいです。

≠
？
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４）現状と課題

相談員の不足
相談員の絶対数が少
ないが、単純に増や
せばいいものでもな
いような…家族支援の

弱さ
家族支援という視点
が十分理解されてい
ない

知識不足
医療的ケア、子ども
の発達、親への心理
的支援の基礎知識の
不十分さ

退院時支援の
不十分さ
保護者の心理的な
ケアの少なさ

▲子どもの育ち、家族支援

8
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発達に心配を持つ子ども

1）障がい児って？

「障がい児」と告げられると

2）障がい児とは…
他の子どもと異なったニーズを持つ特別な子どもではなく、通常の子ど
もが持つニーズを満たすのに、特別な困難を持つ「普通の子ども」

資料一部改訂 鳥取県立総合医療センター 北原 佳

9

特別な子？
と思ってしまう

特別な対応？

①普通の子どもとしての
ニーズを無視

②特別な子で、少数の専門家し
かみれない、みてほしくない

③特別扱い、地域から隔離

障がい児として

→何をしたらいいか

→特別な療育、訓練？

・専門家に任す（医療職）

・親から育児を奪う

・母子の愛着形成ができない
育児放棄（ネグレクト）

・地域の社会参加への減少

・社会への攻撃
（なければつくればいいと
別枠の特別を自らつくる）

10

資料一部改訂 鳥取県立総合医療センター 北原 佳

今まで出会ってきた幾つかの気になる親子の例
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「療育」から「（児童）発達支援」へ
医療モデルから社会（生活）モデルへ

医療モデル：「療育」 社会モデル：「発達支援」
障害の原因 病気・外傷等から生じるもの 不適切な社会環境
責任の帰属 個 人 社会全体の責任

対 処 障害の改善・個人の努力による
軽減・訓練による改善等

社会参加を目的にした社会的行動
の獲得

目標
（課題） 医療的技術の向上による障害克服 人権擁護・共生社会

＊
(イメージ）

障害があってもいい…、地域で健やかに育ち、豊かな人生の主人公として生きること
が大切。「発達支援」とは、その営みを支援すること。 （姫路聖ﾏﾘｱ病院 宮田）

モデル＝概念・認識・考え方

発達支援

家族支援 地域支援

療育・訓練

家族支援 地域支援

（2016CDS-J全国大会：宮田発表資料一部改訂）

11

12

医療的ケア児のケアの中では「医療」がスペ
シャルなニーズとなっていて、その子どもが
普通の子育てから切り離されていくのではな
いかと心配です。

この子たちを特別な存在と置き換える必要は
ないと思います。どんな子どもも地域で家族
の基で暮らしていくことが必要と思います。
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13

そもそも子育てとはなにか

1）適切に配慮された子育て

2）対象児の特性を把握し、
適切な育児アプローチを続けること

3）関係性の基本は安心感と安全感(信頼感）

4）家族への介入(支援）
（家族の過去、現在、未来を扱う歴史的な
家族関係を尊重する）

5）将来を想定した子育て
（レジリエンスを高める。家族の強みに着目する）

保育・遊び

寄り添い

受容・共感

家族支援

褒める・認める

スキンシップ

育み

お母さん達、そして子どもの声

・入院中や家庭においての保育や遊びの保障がないと思う。
（常に医療的ケアの必要はあるが、子どもとしての発達面のサポートが少ない）

・親への心理的なケアが少なく、誰に相談をし、誰と共感して良いか分からず
精神的にとても辛かく感じる親がいると思う。

・医療的ケアの次にリハビリの要求が高く、リハビリばかりの支援になり、
子どもとしての情緒的な心の育ちが軽視されていると思う。

・コミュニケーションの成立が難しい子が多いため、どうしても支援者側の一方的な
判断でケアされることが多いと思う。

「子どもの支援」は「親の支援」(家族支援)と地域作りが重要

14
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まとめ

15

入院中からの保護者の心理的なケア
が必要（家族支援のスタート）

保護者は病気や医療的なことに目が行きが
ちで、時々、子どもをいとおしいと思う親
が少ないことが気になる。

支援者が「子どもの育ち」という視
点を持つ

親のニーズを聞いていてもそれが本当の子
どものニーズではないと思うことがある。
子どもの立場に立たって考える場が必要と
思う。

子どもが育つ地域の中で色々な人の思いと、専門的手立てをひとつにして育んでいく

ベッドの上ではなく、地域と結びつけるシステムを考え、家族を見守り地域と繋ぐ役割分担を作りた
い。

支援者 行政

全体

16
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ご清聴ありがとうございました
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医療的ケア児の実態調査について 

１ 調査の概要 

趣旨 効果的な施策を検討するための基礎資料とすることを目的に、札幌市

内の医療的ケア児の保護者の支援ニーズや課題を把握する。 

対象者  札幌市に在住する児童（満 18 歳に満たない者）のうち、医療的ケアを

行っている者の保護者等 

調査項目  調査票（別紙）のとおり。 

方法 (1) 関係機関を通した調査票の配布 

医療的ケア児が利用等をしている次の関係機関に協力を依頼し、対

象者に調査票（札幌市宛ての返信用封筒を同封）を配布いただく。

ア 病院・クリニック、訪問看護ステーション 

 イ 障害児通所支援事業所、保育所等、幼稚園、学校 

  ウ 当事者団体 

(2) ウェブページ上での調査票の掲載 

  札幌市医療的ケア児支援検討会のウェブページに調査票を掲載し、

上記(1)の方法で調査票を入手できなかった方でも、回答できるように

する（回答はファックス等を想定）。 

調査期間 平成 30 年 12 月３日（月）から平成 31 年１月 31 日（木）まで 

２ 送付先及び送付枚数 

機関種別 機関数（※１） 送付枚数 

病院・クリニック 20 550 

訪問看護ステーション 10 150 

障害児通所支援事業所 20 200 

保育所等 ４ ４ 

幼稚園 ２ ２ 

学校 15 60 

当事者団体 ２ 70 

合計 73 1036（※２） 

  ※１ アンケートや聞き取りによる把握、検討会委員からの情報提供などによる。 

  ※２ 他機関と併用して通っている場合などがあることから、札幌市における医療的ケ

ア児の推計値（250～300 人）とは一致しない 

資料３
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３ 今後のスケジュール 

時期 内容 

平成 30 年 12 月から平成 31 年１月まで 調査実施・集計 

平成 31 年２月 集計・分析 

平成 31 年３月（予定） 第５回検討会で報告 

４ 実態調査に係る検討会委員からの意見（第３回会議の意見） 

発言者 内容 

加藤委員 保護者の生活実態に焦点が絞られる可能性があると考えてお

り、それも大切で知りたいところではあるが、遊びや経験といっ

た子ども目線の回答・結果が出てくると良い。 

訪問看護ステーションにも調査協力をお願いしたい。 

射場委員  母さんの気持ちという部分で、子育てを嬉しい、楽しいと思う

ことや、このような支援を受けていて良かったこと、また、支援を

受けて子どもとの関わりがこう変化したという部分を、調査項目

に入れて欲しい。 
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医療的ケアを必要とする子どもに関する調査（札幌市） 調査票 

・この調査は任意で回答いただくものですので、差し支えのない範囲でお答えください。

・選択肢（1、2など）のある設問については、当てはまる番号に○をつけてください。
・複数の調査票を入手した場合でも、回答はお子様１人につき、１回のみとしてください。

１ 回答者の調査対象となるお子様との関係、氏名など 

1 父 2 母  3 きょうだい  4 祖父母  5 その他（         ）
氏名（                          ）

電話番号など（                               ）

※ 差し支えなければ記載いただきますようお願いします。

追加でお聞きしたいことがあったときに、お問合せさせていただくことがあります。

２ 調査対象となるお子様の状況 

(1) 氏名 フリガナ（          ） ※ 差し支えなければ記載いただき

（              ）  ますようお願いします。

(2) 性別 1 男    2 女
(3) 年齢 （    ）歳

(4) 居住区 （    ）区

(5) 病名 （                                ）

(6) 障害者手帳の交付状況
 ①身体障害者手帳 1 交付あり    2 交付なし

【種別】1 肢体不自由  2 内部機能障害 3 その他
【程度】（     ）級

 ②療育手帳 1 交付あり    2 交付なし
【程度】（     ）

 ③精神障害者手帳 1 交付あり    2 交付なし
【程度】（     ）級

(7) 小児慢性特定疾病の医療費助成の受給状況
1 小児慢性特定疾病医療費助成を受けている     2 受けていない

(8) 日常生活の状態等
 ※ 当てはまる番号１つに○をつけてください。複数当てはまる場合には、番号の大き

い方に○をつけてください。（例：2と 3に当てはまる場合には 3のみに○）
 ①姿勢 1 一人で座ることができない 2 一人で座ることができる

3 つかまり立ちができる 4 一人で立つことができる
 ②移動 1 全く移動できない    2 寝返りができる

3 背ばい、腹ばいができる 4 よつんばいができる
5 伝い歩きができる    6 一人歩きができる

資料３ 別紙
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 ③食事 1 全面的な介助が必要 2 一部介助が必要 3 介助不要
4 経管栄養（経鼻・胃ろう・腸ろう）

 ④食形態 1 流動食        2 ミキサー食 3 きざみ食 
4 軟らかく調理したもの 5 普通食   6 経管栄養剤

 ⑤排泄時の介助 1 全面的な介助が必要 2 一部介助が必要
3 時々介助が必要   4 介助不要

 ⑥入浴時の介助 1 全面的な介助が必要 2 一部介助が必要
3 時々介助が必要   4 介助不要

 ⑦言語等の理解 1 言語が理解できない     2 簡単な言語を理解できる
3 簡単な色や数を理解できる
4 簡単な文字や数を理解できる 5 文章を理解できる

 ⑧意思表示 1 ほとんどない         2 声や身振りで表現できる
3 意味のある単語を話すことができる
4 簡単な文章で話すことができる 5 会話ができる

３ 調査対象となるお子様が日常生活で必要とする医療的ケアについて 

 ①吸引 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ②経管栄養

（経鼻、胃ろう、腸ろう）

1 実施している 2 実施していない
【種別】1 経鼻 2 胃ろう 3 腸ろう 4 その他
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ③中心静脈栄養 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ④導尿 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ⑤酸素補充療法 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ⑥咽頭エアウェイ 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ⑦気管切開部の管理

（ガーゼ交換等）

1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ⑧人工呼吸器の使用 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ⑨インスリン注射 1 実施している 2 実施していない
【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分

 ⑩その他 【内容】（                     ）

【回数・時間】１日合計（  ）回 １日合計（  ）分
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４ 調査対象となるお子様の医療的ケアを実施されている方について 

(1) 在宅で医療的ケアを実施されている方について、当てはまるもの全てに○をつけてく
ださい。

1 母  2 父  3 きょうだい   4 祖父母  5 ホームヘルパー
6 訪問看護ステーションの看護師  7 福祉サービス事業所の看護師
8 福祉サービス事業所の職員（看護師以外） 9 お子様本人
10 その他（                                ）

(2) 上記(1)で○をつけた方について、主に実施されている方の番号を記載してください。
 （  ）（例：1）
(3) 上記(2)で記載いただいた主に医療的ケアを実施されている方が、病気・外出等により
医療的ケアが実施できない場合に、代わりに医療的ケアを依頼できる相手はいますか。

1 いる   2 いない   3 分からない
(4) 上記(2)で記載いただいた主に医療的ケアを実施されている方は、現在、仕事をされて
いますか。

1 している ⇒(5)へ  2 していない ⇒(6)へ
(5) 上記(4)で「1 している」と回答した方について、雇用形態・勤務日数・労働時間を記
載してください。

①雇用形態 1 正社員  2 非正社員（パート・派遣社員等）
②１週間当たりの勤務日数 （    ）日

③１週間当たりの労働時間 （    ）時間

(6) 上記(4)で「2 していない」と回答した方について、就労の希望について記載してくだ
さい。

1 就労を希望している   2 就労は特に希望していない

５ 調査対象となるお子様の医療機関等の利用状況について（直近２年程度） 

 ①医療機関 1 定期的に通院している  2 必要な時に受診している
3  訪問診療を受けている  4 通院・受診等はしていない
【通院・受診の頻度】 年（  ）回程度・月（  ）回程度

【医療機関名】（                      ）

 ②訪問看護 1 利用している 2 利用していない
【利用の頻度】 年（  ）回程度・月（  ）回程度

【事業所名】（                       ）

 ③その他 1 利用している 2 利用していない
【利用の内容】（                      ）

【利用の頻度】 年（  ）回程度・月（  ）回程度

【事業所名】（                       ）
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６ 調査対象となるお子様の障害福祉サービスの利用状況について（直近３か月程度） 

(1) 相談支援
1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                                   ）

【事業所名】（                                 ）

(2) 通所支援事業所の利用状況
 ①児童発達支援事業所、

児童発達支援センター

1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ②放課後等デイサービス

事業所

1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ③その他 1 利用している 2 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の内容】（                   ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

(3) 障害福祉サービスの利用状況
 ①居宅介護

（ホームヘルプ）

1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ②同行援護 1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ③行動援護 1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）
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 ④短期入所

（ショートステイ）

（福祉型・医療型）

1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ⑤移動支援 1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ⑥日中一時支援 1 利用している  2 利用していない（希望していない）
3 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

 ⑦その他 1 利用している 2 利用を希望しているが利用できない
（理由：                      ）

【利用の内容】（                   ）

【利用の頻度】 月（  ）回程度・週（  ）回程度

【事業所名】（                    ）

７ 調査対象となるお子様の通園・通学状況等について 

(1) 小学校就学後（６歳以上）の場合（６歳未満の方は次ページの(2)をお答えください）
 ①年代 1 小学生年齢（⇒②③へ）

2 中学生年齢（⇒③へ） 3 高校生年齢（⇒③へ）
②放課後児童クラブの利用

希望と医療的ケアの希望

1 希望している（放課後児童クラブでの医療的ケアも必要）
2 希望している（放課後児童クラブでの医療的ケアは不要）
3 希望していない

 ③通学先 1 地域の小・中・高等学校    2 特別支援学校
3 通学していない（⇒問９へ） 4その他（       ）

 ④通学先での医療的ケア 1 実施している（⇒⑤⑥へ） 2 実施していない（⇒問８へ）
 ⑤通学先で医療的ケアを

実施者されている方

1 保護者 2 教職員 3 学校の看護師
4 訪問看護ステーションの看護師
5 その他（                    ）
※ 当てはまるもの全てに○をつけてください。
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 ⑥通学先で実施している

医療的ケアの内容

1 吸引             2 経管栄養（経鼻、胃ろう、腸ろう）
3 中心静脈栄養     4 導尿  5 酸素補充療法
6 咽頭エアウェイ  7 気管切開部の管理（ガーゼ交換等）
8 人工呼吸器の使用  9インスリン注射
10 その他（                     ）
※ 当てはまるもの全てに○をつけてください。（⇒問８へ）

(2) 小学校就学前（６歳未満）の場合（６歳以上の方は前ページの(1)をお答えください）
 ①保育所、幼稚園等の

利用状況

1 定期利用している（⇒②③④へ） 
2 不定期（一時預かり保育など）利用している（⇒②③④へ）
3 利用していない（⇒⑦へ） 

 ②利用している施設の

種別

1 認定こども園   2 幼稚園 3 認可保育所
4 小規模保育事業所 5 認可外保育施設
6 その他（                     ）
【事業所名】（                    ）

 ③利用頻度 1 ほぼ毎日  2 週に２～３回程度  3 週に１回程度
4 その他（                     ）

 ④利用している施設での

医療的ケア

1 実施している（⇒⑤⑥へ） 2 実施していない（⇒問８へ）

 ⑤利用している施設で医

療的ケアを実施者され

ている方

1 保護者 2 看護師 3 看護師以外の施設職員
4 訪問看護ステーションの看護師
5 その他（                    ）
※ 当てはまるもの全てに○をつけてください。

 ⑥利用している施設で実

施している医療的ケア

の内容

1 吸引             2 経管栄養（経鼻、胃ろう、腸ろう）
3 中心静脈栄養     4 導尿  5 酸素補充療法
6 咽頭エアウェイ    7 気管切開部の管理（ガーゼ交換等）、
8 人工呼吸器の使用  9インスリン注射
10 その他（                     ）
※ 当てはまるもの全てに○をつけてください。（⇒問８へ）

⑦保育所の利用希望 1 希望している（⇒⑧⑨へ） 2 希望していない（⇒問９へ）
⑧希望の利用頻度 週（    ）日程度・１日当たり（    ）時間程度

⑨保育所を利用できてい

ない理由

1 利用申請を行っているが待機中
2 他に保育者がいるなど、保育の支給認定が受けられない
3 利用可能な園が見つからず利用申請できていない
4 その他（                ）（⇒問９へ）



7 / 8

８ 調査対象となるお子様の通園・通学のための送迎について 

 ※ 上記７で、学校又は保育所・幼稚園等へ通園・通学していると回答した方のみ 

(1) 通園・通学のための送迎体制について、当てはまるもの一つに○をつけてください。
1 自力（保護者等の送迎含む）で通園・通学が可能であり、送迎の必要がない（⇒問９へ）
2 通園・通学バスなどの送迎体制があり、利用している（1の場合を除く）（⇒(2)へ）
3 通園・通学バスなどの送迎体制があるが、利用していない（1の場合を除く）
4 通園・通学バスなどの送迎体制がない（1の場合を除く）（⇒問９へ）
5 その他（                                 ）

(2) 送迎中の医療的ケアの実施状況について、当てはまるものに○をつけてください。
1 送迎中に医療的ケアを実施している（⇒(3)へ）
2 送迎中は医療的ケアを実施していない（⇒問９へ）

(3) 医療的ケアの実施者について、当てはまるもの全てに○をつけてください。 
1 看護師 2 教職員 3 保育士 4 家族 5 その他（           ）

９ ＮＩＣＵ(新生児集中治療室)からの退院時（在宅移行時）について 

(1) ＮＩＣＵからの退院時（在宅移行時）に相談した方（又は支援してもらった方）につ
いて、当てはまるもの全てに○をつけてください。

1 親戚・友人  2 医師 3 看護師 4 医療ソーシャルワーカー 5 区の保健師
6 相談支援事業所 7 訪問診療を行う医療機関 8 訪問看護ステーション 9 なし
10 その他（                                 ）
11 ＮＩＣＵに入院していない

(2) ＮＩＣＵからの退院時（在宅移行時）に困ったこと、支援が必要だったこと（自由記載）

10 医療的ケアが必要とされるお子様が在宅で生活する上で、介護される方が負担に感

じていることについて（自由記載） 
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11 医療的ケアが必要とされるお子様やその家族のために、今後必要なサービスや支援

内容（自由記載） 

12 医療的ケアが必要とされるお子様を育てていて、嬉しかったこと、楽しかったこと

（自由記載） 

13 北海道胆振東部地震の際に困ったこと、今後行政に支援をお願いしたいこと（自由記載） 

（例：人工呼吸器やたん吸引器などの非常用電源の確保等）

14 その他（自由記載） 

設問は以上になります。ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

ご回答いただいた内容は、医療的ケアを必要とする子どもの支援に関する目的以外には使

用しません。

担当：札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課（211-2936）


